
　北町地区では、災害に強く安全で住みよいまちをめざして、密集住宅市街地整備促進事業を進め
ています。この事業では、災害に強い住宅への建替えの促進、道路・公園などの基盤整備に取り組ん
でいます。
　今回のニュースでは、東武練馬駅南口周辺地区地区計画変更原案説明会の開催報告と変更の内
容について、平成29年度の主な取組結果と平成30年度の事業予定についてお知らせします。
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東武練馬駅南口周辺地区地区計画
変更原案説明会を開催しました。

説明会での主なご意見・ご質問

防災コラム

平成30年５月11日(金)、12日(土)に区域内に土地・建物の権利をお持
ちの方、お住いの方を対象に「東武練馬駅南口周辺地区地区計画変
更原案説明会」を開催しました。

平成30年５月12日(土)
　　　　　午後１時半～
会場：北町地区区民館２階（大広間）

問合せ先 練馬区  都市整備部 東部地域まちづくり課
TEL ：０３－５９８４－４７４９（ダイヤルイン）
Fax ：０３－５９８４－１２２６
e-mail：ＴＯＵＢＵ＠city.nerima.tokyo.jp　　担当：富田・堀江
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平成30年５月11日(金)
　　　　　午後７時～
会場：北町地区区民館３階（音楽室）

今後のスケジュール

第一回 第二回
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垣又はさくの構造に関するルール
　道路に面して設ける垣又はさくの構造は、フェンス又は生
け垣等とします。ただし、構造上安全でかつ北町地区の歴史
的景観形成に配慮した意匠のもの、または高さ80ｃｍまで
の部分についてはこの限りではありません。

隣地境界線から建築物の壁面を後退させるルール
　（壁面位置の制限）

　複合住宅地区では、原則として壁またはこれに代わる柱の面
から、隣地境界線までの距離は50ｃｍ以上とします。
　ただし、自動車車庫で、
軒の高さが2.3ｍ以下かつ
周囲を囲わない構造であ
るものは、この限りではあ
りません。

工作物設置の制限
　壁面の位置を後退した区域には、門、塀、さく、自動販売機
など交通の妨げになるような工作物の設置を制限します。

　建築物の屋根または外壁の色彩は、周辺環境と調和した色
彩にするとともに、形態、意匠は周辺の街並みと調和したもの
とします。

建物の形やデザインに関するルール

道路境界線から建築物の壁面を後退するルール（壁面位置の制限）
　図の区画道路５号に面する建物について、外壁等（ベランダ、バルコニー、軒
および出窓等を含みます。）（以下「外壁等」といいます。）の面の位置は、区画道
路の境界線を越えてはいけません。
　また、図の　について、外壁等の面は、道路境界線（建築物の敷地に接する区
画道路がある場合は、当該区画道路の境界線とします。）の交点を頂点とする長
さ３ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えてはいけません。

東武練馬駅南口周辺地区地区計画変更原案の内容について

ルール1

　東武練馬駅南口周辺地区では、平成22年に商業環境の向上を主な目的とした「地区計画」が定められ、商
業地を対象に具体的なルールを定めています。
　今回の変更検討会では、平成22年に定められた商業地の具体的なルールを変えるのではなく、下図に示
すように、住宅地（地区計画では「複合住宅地区」としています）の具体的なルールの追加、および、地区施設
（道路・公園）の追加を提案しています。
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※現行の「東武練馬駅南口周辺地区 地区計画」の詳細は区のHPにて掲載！！
練馬区　地区計画一覧　東武練馬 検索

今回の「地区計画」の変更提案のポイント
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今回新たに追加するルールの紹介

 

名称 面積 備考 

名称  幅員（地区外を含めた幅員） 延長 備考 

公園１号
(北町ふれあい公園)

道
路

公
園

区画道路４号 3.0 m（6.0 m） 約90 ｍ 既存

既存

拡幅および
　一部新設約130 ｍ3.0 m～4.0 m（6.0 m~8.0 m）区画道路５号

隅切り 底辺 3ｍの二等辺三角形：５箇所

約 2,460 ㎡

地区施設の配置および規模

４

５

現況道路
３～４ｍ

６～８ｍの
道路空間の確保

西側（地区計画区域内） 東側（別途地区計画を検討中）

区画道路中心線
現在の道路境界線
後退後の壁面の位置

▲壁面を後退します。▲壁面を後退します。

●地区計画に関するご質問
Q 今回の地区計画が決定される と直ちに影響は受けるのか。
A 決定後直ちに建て替えを行うというものではなく、将来の建     
　替えの際にルールを守っていただくことになります。

その他、北町地区のまちづくりに関わる意見として、
補助248号線の整備等についてのご意見をいただきました。

出典 ： 東日本大震災アーカイブ宮城（石巻市）
▲倒壊すると非常に危険です。

　6月18日に大阪北部で起きた地震で、ブロック塀の倒壊に
よる被害が出ました。ブロック塀の倒壊は、生死に関わる被
害や、緊急車両の通行や救援救助の妨げとなり危険です。

　災害に強いまちづくりを実現するためには、これらの危険
なブロック塀を無くしていくことが重要です。

　今回の地区計画では、道路沿いのブロック塀等の高さを制限
し、生け垣又はフェンスとするようなルールを設けています。

ご意見、ご質問
ありがとうございました。
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道路・公園の整備

当地区では、災害に強いまちをめざして計画道路の拡幅および公園整備等を進めています。
沿道および近隣の関係者の皆様におかれましては、整備事業等に何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

平成29年度の主な取り組み

平成30年度の取り組み予定

都市計画決定に向けた検討を行いました。

＜北町一丁目地区地区計画＞

＜（仮称）北町辻広場＞

検討会案に基づき、区で素案を作成し、
地区内の方への説明会を予定しています。

素案説明会を開催しました。

＜東武練馬駅南口周辺地区地区計画＞

原案説明会を開催しました。今後、都市計
画決定に向けた手続きを進めます。

整備工事の検討を行う予定です。

＜主要生活道路３号線＞

道路の拡幅を行うため用地取得に取り組
みました。

引き続き用地取得を行います。

＜生活幹線道路Ａ路線＞

道路の拡幅を行うため用地取得に取り組
みました。

まちづくりの状況をお知らせします

近隣の方とワークショップを行い、広場の
整備案を作成しました。

設計・整備工事を行う予定です。
【整備案】

詳細はまちづくりニュース５６号に掲載して
います。
練馬区ホームぺージ→区政情報→まちづく
り・都市計画→各地域ごとのまちづくり→北町
地区のまちづくりでご覧いただけます。

＜主要生活道路１号線２期(北)＞

消防活動が円滑に行うことができる６ｍ
道路として整備工事が完了しました。ご協
力ありがとうございました。

地区計画区域地区計画区域

歩車共存道路歩車共存道路

主要生活道路主要生活道路

生活幹線道路生活幹線道路

都市計画道路都市計画道路

事業区域事業区域

公園・緑地公園・緑地

検討中
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＜（仮称）北町一丁目広場＞

整備に向けて案の作成を行いました。

設計・整備工事を行う予定です。
【整備案】

詳細はまちづくりニュース５７号に掲
載しています。
練馬区ホームぺージ→区政情報→まち
づくり・都市計画→各地域ごとのまちづ
くり→北町地区のまちづくりでご覧いた
だけます。


